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刑
事
施
設
に
お
け
る
精
神
医
療
に
関
す
る
質
問
主
意
書

触
法
精
神
障
害
者
の
治
療
及
び
社
会
復
帰
の
た
め
に
は
、
刑
事
施
設
で
精
神
医
療
に
従
事
す
る
専
門
家
及
び
職
員
の
確
保
等

刑
事
施
設
に
お
け
る
精
神
医
療
体
制
の
充
実
が
望
ま
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
以
下
の
と
お
り
質
問
す
る
。

一

全
国
に
あ
る
刑
事
施
設
に
お
け
る
常
勤
精
神
科
医
の
定
員
と
、
現
在
常
勤
精
神
科
医
が
い
る
刑
事
施
設
の
名
称
及
び
そ
れ

ぞ
れ
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
常
勤
精
神
科
医
の
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
刑
事
施
設
に
お
け
る
常
勤
精
神
科

医
の
充
足
率
、
不
足
し
て
い
る
場
合
の
対
策
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

二

全
国
に
あ
る
刑
事
施
設
に
お
け
る
精
神
科
医
以
外
の
常
勤
精
神
医
療
専
門
家
の
名
称
及
び
定
員
と
、
現
在
そ
れ
ら
の
常
勤

精
神
医
療
専
門
家
が
い
る
刑
事
施
設
の
名
称
及
び
そ
れ
ぞ
れ
の
刑
事
施
設
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
常
勤
精
神
医
療
専
門
家
の
人

数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
各
刑
事
施
設
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
常
勤
精
神
医
療
専
門
家
の
充
足
率
、
不
足
し
て
い
る

場
合
の
対
策
に
つ
い
て
の
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。

三

全
国
に
あ
る
刑
事
施
設
で
現
在
勤
務
す
る
常
勤
精
神
科
医
の
う
ち
、
精
神
保
健
福
祉
法
に
よ
る
精
神
保
健
指
定
医
に
指
定

さ
れ
た
医
師
が
い
る
刑
事
施
設
の
名
称
及
び
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
そ
の
人
数
の
多
少
に
つ
い
て
の
政
府
の

見
解
は
如
何
に
。

一



四

刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
第
五
十
六
条
は
、
「
刑
事
施

設
に
お
い
て
は
、
被
収
容
者
の
健
康
及
び
刑
事
施
設
内
の
衛
生
を
保
持
す
る
た
め
、
社
会
一
般
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
水

準
に
照
ら
し
適
切
な
保
健
衛
生
上
及
び
医
療
上
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
言
う
「
適

切
な
保
健
衛
生
上
及
び
医
療
上
の
措
置
」
は
「
社
会
一
般
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
水
準
」
と
同
等
の
も
の
と
解
す
べ
き
と

考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
は
如
何
に
。
ま
た
、
現
在
全
国
の
刑
事
施
設
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い
る
精
神
医
療
は
、
社
会
一

般
の
保
健
衛
生
及
び
医
療
の
水
準
に
照
ら
し
、
よ
り
充
実
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
及
び
今
後
の
具
体
的
対

策
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


